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中央本部は２月１８日に、ＪＲ貨物会社に対して「２０２６年度新賃金要求の申し入れ」と「諸要

求改善にむけた申し入れ」を行ないました。 

～申し入れ内容～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道の地から春闘を盛り上げよう！！ 

 

「２０２６年度新賃金要求の申し入れ」 

・２０２６年度のベースアップは一律１８，０００を実施すること。

また、職群別基本給表の「基準額」及び「最低額」、「年齢保障給」

について１８，０００円の改善を実施すること。 

・昇給額表に記載されている昇給額を完全実施すること。 

・契約社員及び臨時社員、シニア社員の定期昇給分を３％として実施

すること。併せてベースアップ分として１８，０００円を実施する

こと。 

回答指定日は、３月１８日（水曜日）とすること。 

 「諸要求改善にむけた申し入れ」 

Ⅰ．諸制度の改善 

Ⅱ．契約・臨時社員の労働条件改善について 

Ⅲ．職場環境改善について 

Ⅳ．安全・事故防止について 


